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。 目 次 ベージ 0金沢くらしの博物館条例施行規則の一部を改

. 規則 正する規則 (文化施設課)

O金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条 O金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する

例の施行期日を定める規則 (文化施設課) 規則 (こども総合相談センター) 2 

O金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正

する規則 (税務課)

規 則

金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成28年8月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第54号

金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号)の施行期日は、平成28年10月9日とする。

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年8月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第55号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第15条の 3第 l項の表第6号の項中 「小規模企業者等設備導入資金助成法」を 「旧小規模企業者等設備導入資金助

成法」に改め、同表第8号の項中 「この表」を 「この項」に改め、同表第9号の項中 「中小企業の新たな事業活動の

促進に関する法律」を 「中小企業等経営強化法」に改め、同表第21号の項中 「たる詰」を 「たる詰め」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

金沢くらしの博物館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年8月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第56号

金沢くらしの博物館条例施行規則の一部を改正する規則

金沢くらしの博物館条例施行規則(平成20年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第 2条の見出し中 「入館券」を 「観覧券」に改め、同条中 「が特別の資料を展示した場合に、その」を 「の」に、

「入館券」を 「観覧券」に改める。

第 3条の見出し中 「入館料」を 「観覧料」に改め、同条中 「第 5条の 2ただ、し書」を 「第 5条の 3ただし書」に、

「入館料」を 「観覧料」に改める。

第 4条の見出し中 「入館料」を 「観覧料」に改め、同条中 「入館料の」を 「観覧料の」に、 「金沢くらしの博物館

入館料減免申請書」を 「金沢くらしの博物館観覧料減免申請書」に改める。

第 5条第 2号中 「施設」を 「建物」に、 「又は展示資料|を 「、展示資料等」に改め、同条第 3号を次のように改
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める。

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

第 5条に次の l号を加える。

(4) その他管理上支障があると認められる者

第6条を次のように改める。

(所蔵品の貸付け)

第6条 博物館の所蔵品は、他の公共団体等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることが

できる。

2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸付けをするときは、市長の承認を受けなければならない。

様式第 l号中 「入館券」を 「観覧券」に改める。

様式第2号中 「金沢くらしの博物館入館料減免申請書」を 「金沢くらしの博物館観覧料減免申請書」に、 「あて先」

を 「宛先」に、 「入館料の」を 「観覧料の」に、 「入館の」を 「観覧の」に改める。

附 則

この規則は、金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号)の施行の日(平成28年10月9

日)から施行する。

金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年8月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第57号

金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

金沢市児童福祉法施行細則(平成8年規則第61号)の一部を次のように改正する。

第6条の 8第 l項中 「市長又は」を削り、 「児童に」を 「児童の」に、 「加え、」を 「行い、」に、 「一時保護を加え

させた」を 「、当該一時保護を行わせた」に改め、同条第 2項中 「市長又は」を削る。

第6条の 9第 l項中 「第33条の 2第2項」を 「第33条の 2の2第 2項」に、 「競売人」を 「競買人」に改める。

第6条の10中 「第33条の 2第4項」を 「第33条の 2の2第4項」に改める。

第6条の11中 「第33条の 2第 2項」を 「第33条の 2の2第2項」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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